
令和4年5月～

備  考

要介護１ 655単位 要介護2

要介護３ 896単位 要介護４

要介護４ 1018単位 要介護5

（Ⅰ）40単位

（Ⅱ）55単位
（Ⅰ）20単位 ６カ月に１回算定（４

月・１０月）

（Ⅱ）５単位 （Ⅱ）は栄養改善加算・口

腔機能向上加算を算定して

いる方が対象

栄養改善加算 200単位 処遇改善加算

（Ⅰ）150単位 特定処遇改善加算

（Ⅱ）160単位 認知症加算

サービス提供体制加算（Ⅲ） 6単位 科学的介護推進体

制加算
40単位/月

5.9%

口腔機能向上加算

（Ⅰ）

（Ⅱ）は所定の条件を

満たした場合
1%

60単位

入浴介助加算 （Ⅱ）は所定の条件を

満たした場合
中重度者ケ

ア体制加算
45単位

口腔栄養スクリーニ

ング加算（Ⅰ）

（Ⅱ）

ADL維持等

体制加算

（Ⅰ）

（Ⅱ）

（Ⅰ）３０単位

（Ⅱ）６０単位

1142単位

                  通所介護　料金表　　　　居宅介護支援センター松林

　　〈通所介護サービス単位〉　　算定単位：（基本）１回につき

773単位

1018単位


